
 

寒 川 町 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 ) (特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 ) 

第 2条  特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 は 、次 の と お

り と す る 。  

第 2条  特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 は 、次 の と お

り と す る 。  

(1)～ (3) （ 略 ）  (1)～ (3) （ 略 ）  

(4) 救 急 業 務 手 当  （ 削 る ）  

(5) 危 険 作 業 手 当   

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(救 急 業 務 手 当 ) 

第 6条  救 急 業 務 手 当 は 、消 防 職 員 が 救 急

患 者 の 救 護 作 業 に 従 事 し た と き 、又 は 救

急 救 命 士 が 応 急 救 護 作 業 に お い て 救 急

救 命 処 置 に 従 事 し た と き に 、別 表 で 定 め

る 基 準 に よ り 支 給 す る 。  

（ 削 る ）  

(危 険 作 業 手 当 ) 

第 7条  危 険 作 業 手 当 は 、現 場 作 業 又 は 高

所 作 業 に 従 事 し た 職 員 に 、別 表 で 定 め る

基 準 に よ り 支 給 す る 。  

 

第 8条 ・ 第 9条  （ 略 ）  第 6条 ・ 第 7条  （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 (第 3条 ― 第 7条 関 係 ) 別 表 (第 3条 ― 第 5条 関 係 ) 

種 別  支 給 を 受 け る

者 の 範 囲  

支 給

区 分  

手 当 の 額  

(略 ) 

行 旅 死

亡 人 及

び 変 死

人 取 扱

手 当  

行 旅 死 亡 人 又

は 変 死 人 を 取

扱 う 業 務 に 従

事 し た 職 員  

1件  4,000円

救 急 業

務 手 当  

救 急 車 に よ る

救 護 作 業 に 従

事 し た 消 防 職

員  

日 額  500円

救 急 救 命 士 法

(平 成 3年 法 律

第 3 6 号 ) 第 4 4

条 に 規 定 す る

救 急 救 命 処 置

( 出

動 ) 

1回  

510円

種 別  支 給 を 受 け る

者 の 範 囲  

支 給

区 分  

手 当 の 額  

(略 ) 

行 旅 死

亡 人 及

び 変 死

人 取 扱

手 当  

行 旅 死 亡 人 又

は 変 死 人 を 取

扱 う 業 務 に 従

事 し た 職 員  

1件  4,000円  

(削 る ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

に 従 事 し た 救

急 救 命 士 の 資

格 を 有 す る 消

防 職 員  

危 険 作

業 手 当  

現 場 作 業 又 は

高 所 作 業 に 従

事 し た 職 員  

日 額  500円

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 (施 行 期 日 ) 

 1 こ の 条 例 は 、令 和 4年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 (寒 川 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費

用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ) 

 2 寒 川 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費

用 弁 償 に 関 す る 条 例 (令 和 元 年 寒 川 町 条

例 第 15号 )の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

 第 19条 中「 第 7条 」を「 第 5条 」に 改 め

る 。  

 


